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No.15 平成27年6月
［発行］日本電気計器検定所

 家庭や工場などで電気の取引に使われている電気メーター
は、全てが「検定※１」（くらしと検定No.12参照）に合格し、使用
した電力量を正しくはかることができると確認されています。で
は、たとえば、風雨にさらされたり、氷点下の寒さの中や炎天下
にあっても大丈夫でしょうか？　運送する時の振動や電磁波の影
響を受けることはないのでしょうか？
　検定の有効期間は10年※２（くらしと検定No.14参照）ですか
ら、様々な環境に耐えられるしっかりとした構造でなければ、使用
中に錆びて穴があき、そこから水が入って漏電したり、正しい計
量が行えなくなったり、輸送時の振動で破損したり、電磁波で内
部データが消えたりすることも考えられ、安心して使うことはでき
ません。そこで、構造を確認する試験が必要になります。

　しかし、構造を確認する試験は、時間と費用が非常に多く必要になることに加え、振動を与
えたり、水を掛けたり、強い電磁波を照射したりするなど電気メーターにストレスをかけること
になり、すべての電気メーターに対して実施することは現実的ではありません。そこで、同一の
構造の電気メーターの中から一部抽出して構造に関する試験を行い、合格した同じ構造の電気
メーターは、構造に関する試験を省略することができるようにした「型式承認制度」という制度
が採用されています。今回は、型式承認制度についてお話しします。
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型　 　　式承認の有効期間は計量法及び計量法施行令に
おいて10年と定められています。
　10年の有効期間は、更新を行うことにより延長するこ
ともできます。

コーナーのQ&A 答え

電気メーターの検定・検査についてはJEMICのホームページをご覧ください

●北海道支社……………☎011（668）2437
●東北支社………………☎022（786）5031
●東北支社新潟事業所…☎025（246）3371
●中部支社………………☎0568（53）6331
●北陸支社………………☎076（248）1257
●関西支社………………☎06（6451）2355
●関西支社京都事業所…☎075（681）1701

●関西支社尼崎事業所…☎06（6491）5031
●中国支社………………☎082（503）1251
●四国支社………………☎0877（33）4040
●九州支社………………☎092（541）3031
●九州支社熊本事業所…☎096（325）2131
●沖縄支社………………☎098（934）1491
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見学会のお問い合わせは、
お近くのJEMICへどうぞ。

JEMIC
※無断転載・転用を禁じます。

 和20年代は、戦後復興に伴い大量の電気メーターが必要となり、多くの
メーカーが電気メーターの製造に参入してきましたが、昭和30年頃にはその多
くが撤退し、残ったのは戦前からの４社を含めた６社のみでした。昭和30年代
は、高性能、長寿命の汎用計器や特殊計器の開発が行われました。昭和49年
には、強化耐候形計器と呼ばれる屋外で使用できるメーターの採用が始まりまし

た。昭和 61 年には、
電子式電気メーター
の第１号が型式承認
されました。
　昭和20年代から昭
和の終わりまで、外観
では大きな変化が無
いように見える電気メーターですが、高性能化、広範囲
化、長寿命化等、その中身は進化していきました。

電気メーターと検定の今
いまむかし

昔 第5回　昭和の電気メーター

昭

有効期間は10年間2

▼電子式メーターで初めての型式承認

▲昭和40年代の電気メーター

※１ 指定製造事業者による自主検査を含みます。　※２ 家庭で使用される一般的な電気メーターの場合。
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▲型式承認番号の表示



検 定

型式承認は必ず受け
なくてはいけないの？

　型式承認を受けていなくても検定を受けることができます
が、構造に関する試験も検定と同時に行うため、時間と費用が
非常に多くかかってしまいます。そのため、一般的に使われて
いる電気メーターは、ほぼ全てが型式承認されたものとなって
います。型式承認を受けた電気メーターには、型式承認番号が
付けられています。

１
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有効期間は無い（一度型式承認を取得すれば、ずっと有効である）

有効期間は10年間

有効期間は20年間

有効期間は50年間

検定に合格した電気メーターに有効期間があるように
（くらしと検定No.14参照）、型式承認を受けた
電気メーターにも有効期間はあるの？

型式承認制度はいつから
あるの？

　1910（明治43）年に電気測定法が公布され、翌1911（明治44）年
に逓信省電気試験所が電気メーターの型式承認試験を開始しました。
　電気メーターの型式承認試験は、100年以上前から行われています。

型式承認制度は
電気メーターだけ？

　特定計量器と呼ばれる取引や証明に使われる計量器（電気メー
ターのほか、ガスメーターやタクシーメーターなど計量法で18種
類が指定されています）には同様の型式承認制度があります。
　電気メーターの型式承認は日本電気計器検定所が行っていますが、その他の特
定計量器の型式承認は国立研究開発法人産業技術総合研究所が行っています。

電気メーターにはどれく
らいの型式があるの？

　型式承認制度ができてから現在までにおよそ4,000
件の型式が承認されています。
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型式承認合格！

0 0 0 0 0 メーターの構造に
ついて問題がない
か試験します。

メーターが正確に、
安全に動作するか
を1台ごとに検定
します。
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検定合格！
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